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令和３年１１月２５日（木曜日）令和３年１１月２５日（木曜日）令和３年１１月２５日（木曜日）令和３年１１月２５日（木曜日）    

不当要求議員が関わる事業の真相を究明する特別委不当要求議員が関わる事業の真相を究明する特別委不当要求議員が関わる事業の真相を究明する特別委不当要求議員が関わる事業の真相を究明する特別委

員会員会員会員会    

議会会議室議会会議室議会会議室議会会議室    

出席議員出席議員出席議員出席議員    

三和 衛、竹尾浩司、常盤真功、白井義一、 

西本眞造、杉本博昭、井川一善、竹中隆一、 

金内義和、妻鹿幸二、谷川真由美、大西陽介、 

伊藤大典 

参考人参考人参考人参考人    

    赤松赤松赤松赤松    範夫範夫範夫範夫    弁護士弁護士弁護士弁護士    

開会開会開会開会                                                            １２時２７分１２時２７分１２時２７分１２時２７分    

協議事項協議事項協議事項協議事項    

・最終報告に向けた意見取りまとめについて 

・不当要求行為認定について（建設局） 

・議会の請求に基づく監査結果報告書の意見に対す 

る対応状況について 

協議協議協議協議                                                            １２時２７分１２時２７分１２時２７分１２時２７分    

（委員長） 

 ＮＨＫから本委員会の撮影許可を求める申出を受

けているが、撮影を許可してもよいか。 

（委員） 

 異議なし。 

（委員長） 

 テレビ撮影を許可することとする。 

 なお、本日の審査には、赤松弁護士に参考人として

出席していただいているので報告する。 

 また、松岡議員の証人尋問において、同議員から、

当局が作成した面談記録には、「例えば」などの言葉

が抜けていたなどの証言があったが、証人尋問終了後、

建設局長から各委員に対して説明があったと思う。そ

の際に配付された資料を正式に本委員会の資料とし

て扱うこととする。 

 さらに、「3 地区協議会の実態把握事案」に関して、

「監査結果報告書の意見に対する対応状況」が、既に

全議員に対して通知されているが、本委員会が契機と

なった経緯もあるため、当該報告書も参考資料として、

ＳｉｄｅＢｏｏｋｓに格納したので報告する。 

 なお、委員から当該報告書に関して、「4 予算措置

について」の「措置状況等」欄について、他の項目で

は対応局の記載があるが、この項目においては記載が

ないため、対応局を明らかにすべきではないかとの意

見を受けている。 

 当該資料は、議長に対して提出されているが、監査

事務局長に対して、補足資料として、この項目におけ

る対応局が分かる資料の提供を要求したいと思うが

どうか。 

（委員） 

 異議なし。 

（委員長） 

 後ほど監査事務局に資料提供を求めることとする。 

（委員会終了後資料配付。） 

（委員長） 

 最終報告に向けた意見取りまとめを行うが、正副委

員長で協議して骨子案を作成したので事務局から説

明させる。 

 

［事務局から説明。］ 

 

（委員長） 

 骨子案の 1 から 3 項目までで、意見があれば発言さ

れたい。 

（委員） 

 （意見なし） 

（委員長） 

 引き続いて、4 項目めについて協議するが、先に刑

罰法令への抵触についてを確認する。刑法への抵触判

断は我々では困難であるため、最終報告書においては、

法的助言者の意見を報告するにとどめたいと思うが

どうか。 

（委員） 

 偽証罪は問えないのか。 

（参考人） 

 本人の認識と違うことを証言したと証明できない

と偽証罪は難しい。本件においては、立証は困難と考

え、意見書にその旨を記載したので了承されたい。 

（委員長） 

 本委員会として、職員倫理条例及び議員倫理条例の

抵触について、検討及び判断を行う必要があると思う。

資料2において、両条例への抵触をまとめたので事務

局に説明させる。 
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［事務局から説明。］ 

 

（委員長） 

 職員倫理条例で規定する不当要求行為への該当性

について、意見があれば発言されたい。 

（委員） 

 当局の判断と異なる箇所があるのか。 

（事務局） 

 「姫路市中央卸売市場新市場新築工事実施設計委託

に係る入札発注の取り止めに関すること」について、

当局の判断は、職員倫理条例第2条第4号カだけである

が、同号アが追加となっている。 

（委員） 

 本委員会としては、当該部分を追加して認定しよう

とするものか。 

（事務局） 

 そのとおりである。 

（委員） 

 この提案でよいと思う。 

（委員長） 

 本委員会としての職員倫理条例における不当要求

行為への該当性についての認定に関して採決を行う

こととする。 

意見とりまとめ意見とりまとめ意見とりまとめ意見とりまとめ                                        １２時４５分１２時４５分１２時４５分１２時４５分    

・職員倫理条例で規定する不当要求行為への該当性に

ついて 

⑴ 「浜手緑地・白浜地区の公園整備に関すること」

について 

  同条例第 2 条第 4号ア、オ及びカで規定する不当

要行為に該当する行為があったことを全会一致で

認定。 

⑵ 「白浜小学校の相撲場整備に関すること」につい 

 て 

  同条例第2条第 4号オ及びカで規定する不当要求

行為に該当する行為があったことを全会一致で認

定。 

⑶ 「白浜西山公園に関すること」について 

  同条例第2条第4号ア及びカで規定する不当要求

行為に該当する行為があったことを全会一致で認

定。   

⑷ 「姫路市中央卸売市場新市場新築工事実施設計委

託に係る入札発注の取り止めに関すること」につい

て 

  同条例第2条第4号ア及びカで規定する不当要求

行為に該当する行為があったことを全会一致で認

定。 

協議協議協議協議                                                            １２１２１２１２時時時時５０５０５０５０分分分分    

（委員長） 

 続いて、議員倫理条例で規定する政治倫理基準違反

について協議を行う。意見があれば発言されたい。 

（参考人） 

 同条例第3条第4号は、一般的抽象的なものであり、

議員は全体の代表者として、品位と名誉を害すること

は許されないが、本文には「その職務に関し」と限定

がある。対象議員の行動が、職務に関した行動かどう

かについて、多少争いがあると考えたため、あえて同

項4号に触れるところは認定していない。そのことを

前提に議論してほしい。 

（委員長） 

 特に意見はないので、本委員会としての議員倫理条

例で規定する政治倫理基準違反についての認定に関

して採決を行うこととする。 

意見とりまとめ意見とりまとめ意見とりまとめ意見とりまとめ                                        １２時５２分１２時５２分１２時５２分１２時５２分    

・議員倫理条例で規定する政治倫理基準違反について 

⑴ 「浜手緑地・白浜地区の公園整備に関すること」

について 

  同条例第 3条第 1 項第 1号、同項第 5号及び第 6

号で規定する政治倫理基準に違反する行為があっ

たことを全会一致で認定。 

⑵ 「白浜小学校の相撲場整備に関すること」につい 

 て 

  同条例第 3条第 1項第 1号及び同項第5号で規定

する政治倫理基準に違反する行為があったことを

全会一致で認定。 

⑶ 「白浜西山公園に関すること」について 

  同条例第3条第1項第5号で規定する政治倫理基準

に違反する行為があったことを全会一致で認定。   

⑷ 「姫路市中央卸売市場新市場新築工事実施設計委

託に係る入札発注の取り止めに関すること」につい

て 

  同条例第3条第1項第5号で規定する政治倫理基準

に違反する行為があったことを全会一致で認定。   



3 
 

協議協議協議協議                                                            １２１２１２１２時時時時５５５５５５５５分分分分    

（委員長） 

 引き続いて、資料1に戻り5項目めについて協議する。

まず、松岡議員に対する処遇について、意見があれば

発言されたい。 

（委員） 

 辞職勧告決議を再度行うべきである。 

（委員長） 

 決議案は、本委員会が提案すべきか、それとも前回

同様、議会運営委員会に提案を求めるべきか。 

（委員） 

 前回と同じでよいのではないか。 

（委員長） 

 議会運営委員会に辞職勧告決議を求めるというこ

とでよいか。 

（委員）  

 辞職勧告決議を求めることとされたい。 

意見とりまとめ意見とりまとめ意見とりまとめ意見とりまとめ                                        １２時５７分１２時５７分１２時５７分１２時５７分    

・松岡廣幸議員に対する処遇について 

  議会運営委員会に対して、同議員に対する辞職勧

告決議を行うことを求めることを全会一致で決定。 

協議協議協議協議                                                            １３１３１３１３時時時時０４０４０４０４分分分分    

（委員長） 

 執行部に対する提言についてはどうか。 

（委員） 

 参考人に確認したいが、議会として刑事告発ができ

ないため、執行部に対して刑事告発を行うことを求め

た場合、特別委員会が提訴されるおそれはないのか。 

（参考人） 

 地方議員には国会議員のような免責特権はないが、

それを理由に民間と同じ扱いとなると、議会内での自

由な議論や活発な意見表明ができない。そのため、法

律上の規定はないが、慣例上、保障されていると一般

的には考えられている。 

 決議が明らかに法の規定を逸脱したものであった

り、侮辱的な発言であれば、必ずしも保障されないと

思うが、今、行っているような冷静な議論や意見表明

のようなことについて、刑事や民事上の責任を問われ

たりすることはないと考えている。 

（委員） 

 松岡議員に対する刑事告発について、議会として刑

事告発ができないことが、諸般の事情と捉えられても

困るので、法律上できないことを明確にして記載すべ

きではないのか。 

（事務局） 

 最終報告書案には、赤松弁護士とも相談の上、その

旨を記載するようにしたい。 

（委員） 

 議会運営委員会に辞職勧告決議を求めることにな

ったが、いつの時点で同委員会にそれを求めるのか。 

（事務局） 

 議事課と相談する必要がある。 

（委員） 

 令和3年第4回定例会中に本委員会の開催はないの

か。 

（事務局） 

 12月13日に本委員会の割当日があるので、そこで最

終報告書の草案確認をお願いしたいと考えている。 

（委員長） 

 執行部に対して刑事告発を求めることでよいか。 

（委員） 

 よいと思うが、赤松弁護士の意見書では「威力業務

妨害罪に該当する。」と記載されているが、資料4で

は、「該当する可能性が高いと思われる。」と記載し

ているのはなぜか。 

（事務局） 

 委員の指摘は意見書の13ページの結論部分からで

あると思うが、資料4は意見書の7ページからの引用で

あるためである。 

（委員） 

 資料として引用するのであれば、結論から引用すべ

きである。 

（事務局） 

 最終報告書案には、赤松弁護士と相談の上、記載し

たい。 

（委員長） 

 刑事告発を求める決議案は本委員会が提案すべき

か。それとも議会運営委員会に任せるべきか。意見が

あれば発言されたい。 

（委員） 

 刑事告発を市長に求めることは、今までも例がない

ので、本委員会からでもよいのではないか。 
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（委員） 

 議員提出議案として、当局に求める形とするのか、

それとも委員長報告で触れるだけなのか。 

（委員） 

 委員長口頭報告の中にも辞職勧告や刑事告発につ

いて触れるべきであるが、その上で、決議案も提案す

べきである。 

（委員長） 

 議員提出議案として提出することについて諮るこ

ととする。 

意見とりまとめ意見とりまとめ意見とりまとめ意見とりまとめ                                        １３時１０分１３時１０分１３時１０分１３時１０分    

・松岡議員に対する刑事告発について 

  執行部に対して同議員に対する刑事告発を求め

る決議案を提案することを全会一致で決定。 

協議協議協議協議                                                            １３時１０分１３時１０分１３時１０分１３時１０分    

（委員長） 

 次回の委員会は、12月13日午前10時に開催し、最終

報告書の草案の確認を行うこととする。 

閉会閉会閉会閉会                                                            １３時１１分１３時１１分１３時１１分１３時１１分    

 

 

 


